
 令和 6年 岩手県ハンドボール協会 臨時理事会（臨時総会） 

 一般社団法人岩手県ハンドボール協会設立総会、理事会 

議 事 録 

 

日 時  令和６年９月２９日（日） １７：００～１８：３０ 

場 所  花巻市総合体育館 ２F 多目的ルーム 

 

◎ 出席確認・議長選出 

 現協会理事   ３５名中 出席１８名、委任状 １０名 

 現協会監事    ２名中 出席 ２名 

 法人化検討委員  １名出席 

（※法人化検討委員１１名中、９名は理事。１名は監事として出席している。） 

 

議長は、現協会規約により会長。その後の設立総会、理事会も引続き会長が行うことと

した。 

 

 

岩手県ハンドボール協会 臨時理事会（臨時総会） 

・新法人定款（案）の承認 

 新法人定款（案）の通り、満場一致で承認した 

 

・基本規定（案）の承認 

提案の通り、満場一致で承認した。今後については、参考資料の最終頁にも記載してい

るが、必要と思われる規程を検討の上、新法人の理事会で決定していく。 

 

・組織図、部会、委員会の承認 

提案の通り、満場一致で承認した。現段階では、社員が 11 名（法人化検討委員）のみで

あり、役員（設置時理事）についてもこの社員の中で選定する。今後、各加盟団体等に説

明をしたうえで、県協会の部会、委員会を担う社員を選出していただき、そのうえで、再

度役員改選を行うこととした。 

 

・特別委員会設置の承認 

 提案の通り、満場一致で承認した。 

 



・設立時社員の承認（法人化検討委員会委員とする。） 

 設立時社員を法人化検討委員会委員の 11 名とすることで、満場一致で承認した 

 

・現協会の解散日の決議 

 令和 6年 10月 31 日にて解散することで、満場一致で決議した。 

 

・現協会の財産を新法人にすることの決議 

 提案の通り、満場一致で決議した。財産は、現金のみの予定。 

 

 

 

一般社団法人岩手県ハンドボール協会設立総会 

（設立時社員 11 名により決議、上記臨時理事会出席者は、オブザーバーとして参加した。） 

 

・設立決議・・・（設立日の決議：令和 6年 11月 1日） 

 令和 6年 11月 1 日に設立することで、満場一致で決議した 

 

・定款決議 

 提案の通り、満場一致で決議した 

 

・理事及び監事の選任（設立時理事及び設立時監事）（定款：第 15 条第 2号） 

 提案の通り、満場一致で選任した 

 

・主たる事務所の決議 

 提案の通り、満場一致で決議した 

 

・社費金額の決議 

 提案の通り、満場一致で決議した。 

 

 

 

一般社団法人岩手県ハンドボール協会理事会 

（設立時理事１０名により決議、設立時監事出席。上記臨時理事会出席者は、設立総会同様、

オブザーバーとして参加した。） 



・会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定（定款：第 32 条第 2号） 

 提案の通り、満場一致で選定した 

 

・基本規定（案）の決議 

 提案の通り、満場一致で決議した 

 

・特別委員会設置の決議 

 提案の通り、満場一致で決議した 

 

・事務局職員の配置・賃金の額の決定 

 提案の通り、満場一致で決定した 

 

・日本協会、東北協会、県スポーツ協会役員の継続承認について 

 提案の通り、満場一致で承認した 

 

・予算案について 

 提案の通り、満場一致で承認した 

 

◎ その他 

・今回の表紙で使用している日本協会のロゴのような、岩手県協会の独自のロゴマークを作成

してほしい。それを使用して物販等も考えていければ良いと思う。 

・全日本マスターズが無事終了したことの報告と感謝。 

 

予定していた議題等についてすべて終了したので、令和6年 岩手県ハンドボール協会臨時

理事会（臨時総会）及び一般社団法人岩手県ハンドボール協会設立総会は、18 時 30 分に閉会

した。 

 

 

上記の決議を明確にするため、会長がこれに記名、押印する。 

【※法人設立に必要な議事録は、別途作成】 

 

２０２４年９月２９日 

岩手県ハンドボール協会 会長 佐 藤 睦 朗     ㊞ 

 


